
 

 

   平塚市産業間連携ネットワークＰＲ出店費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、本市の産業活性化を促進するため、企業、団体及び個人事業者間のネッ

トワーク化による産業間連携の場の創出を図り、商品等をＰＲする取組を促進するため、平

塚市産業間連携ネットワークＰＲ出店費補助金を交付することについて、補助金等の交付に

関する規則（昭和５４年規則第４号。以下、「規則」という。）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） ネットワーク会員 平塚市産業間連携ネットワーク規約第３条第３項の規定により会

員として登録されたもの 

（２） 会員プロジェクトチーム 平塚市産業間連携ネットワーク規約第４条第１項の規定に

より届け出た会員プロジェクトチーム 

 （補助対象者） 

第３条 この要綱において、補助金の交付を受けるもの（市税を滞納しているものを除く。以

下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれかに該当しなくてはならない。 

（１） ネットワーク会員で、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地

域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成２２年法律第６７号）、中小企業による

地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成１９年法律第３９号）、中

小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成２０年法律第

３８号）及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成１１年法律第１８号）

に基づき認定を受け、当該開発商品を販売する平塚市内のもの 

（２） 商品の開発及び当該商品の販売を一体的に行う会員プロジェクトチームの会員 

（３） その他市長が特に必要と認めた事業者 

 （補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に定めるところによる。

（１） 市外で開催され、国、地方公共団体等が主催又は実行委員会を組織し、広く参加者を 

募る見本市、物産展その他各種イベントであり、出店等の際に当該補助対象事業申請者

自らが本市を広く周知できるもの。 

（２） その他市長が特に必要と認めたもの 

 （補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に定めるところによる。 

（１） ブース使用料 

（２） 出店に必要な物品の賃借料 

（３） ＰＲに必要な物品 

（４） その他市長が特に必要と認めたもの 

２ 補助対象となる経費に充てるために収入する国庫支出金等の特定財源がある場合は、それ 

らを控除した額を補助対象経費とみなす。 

 （補助対象外経費） 

第６条 次の経費は、補助対象外経費とする。 



 

 

（１） 出店時の売上金額に主催者が指定した率を乗じて支払う協賛金等 

（２） 出店に必要な消耗品費 

 （補助金の額） 

第７条 補助率及び補助金の額は、予算の範囲内で補助対象事業に要する経費の２分の１以内

とし、上限を３万円とする。 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 

 （補助金の交付申請） 

第８条 規則第５条に規定する補助金の交付の申請は、平塚市産業間連携ネットワークＰＲ出

店費補助金交付申請書（第１号様式）に次の書類を添えて行うものとする。 

（１） 当該補助対象事業に関する事業計画書（第２号様式）及び収支予算書（第３号様式） 

（２） 当該補助対象事業に関する見本市、物産展その他各種イベントの実施要綱等（イベン

ト料金表を示したものに限る。） 

（３） 市税完納証明書（申請者分） 

（４） その他市長が特に必要と認めるもの 

２ 補助金の交付を受けようとするものは、前項の規定による申請を行うに当たって、消費税

及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消

費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の

税率に乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額を

いう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該

補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、こ

の限りではない。 

 （補助金の交付の決定） 

第９条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し適

当と認めたときは、規則第７条の規定による補助金の交付又は不交付の決定を平塚市産業間

連携ネットワークＰＲ出店費補助金交付決定通知書（第４号様式）により当該申請者に通知

するものとする。 

 （事業計画の変更の申請等） 

第１０条 前条により交付が決定した補助対象者は、規則第８条第１項の規定による事業計画

の変更が生じた場合、平塚市産業間連携ネットワークＰＲ出店費補助金事業計画変更・中止・

廃止申請書（第５号様式）により提出し、市長の承認を受けなければならない。 

２ 市長は、規則第８条第２項の規定による事業計画の変更を承認した場合は、平塚市産業間

連携ネットワークＰＲ出店費補助金事業計画変更・中止・廃止決定通知書（第６号様式）に

より、その旨を当該申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１１条 規則第１１条第１項の規定による実績報告は、当該補助対象事業終了後３０日後又

は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、平塚市産業間連携ネットワークＰＲ出店

費補助金実績報告書（第７号様式）に次の書類を添えて市長に提出するものとする。 

（１） 当該補助対象事業に関する事業実績報告書（第８号様式）及び収支決算書（第９号様



 

 

式） 

（２） 当該補助対象事業に係る納品書の写し及び領収書の写し又はこれらに代わるもの 

（３） その他特に市長が認めるもの 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告し

なければならない。 

 （補助金の額の確定通知） 

第１２条 規則第１２条の規定による補助金の額の確定通知は、平塚市産業間連携ネットワー

クＰＲ出店費補助金額確定通知書（第１０号様式）により行うものとする。 

 （補助金の請求） 

第１３条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者は、市長の指示に従い補助金の

支払を請求するものとする。 

 （補助の回数） 

第１４条 この要綱に定める補助金の受けることができる回数は、同一年度１回とし、同一の

ネットワーク会員及び会員プロジェクトチームへの補助は３回までとする。 

 （補助決定の取消し） 

第１５条 市長は、規則第１３条各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当した場

合には、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 平塚市産業間連携ネットワークＰＲ出店費補助金交付要綱に違反したとき。 

（２） ネットワーク会員を退会したとき、又は会員プロジェクトチームを解散したとき。 

 （補助金の返還） 

第１６条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該補助対象事業の当該取消し

に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときには、期限を定めてその返還を命ずる

ことができるものとする。 

２ 市長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に確定額を超え

る補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１７条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合であり、かつ、当該経費について

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が発生する場合、補助対象者は、消費税の申告に

より当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定後、消費税仕入控除

税額報告書（第１１号様式）により、速やかに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又

は一部の返還を命ずるものとし、当該補助対象者は速やかにこれに応じなければならない。 

 （補助対象からの排除） 

第１８条 市長は、平塚市暴力団排除条例（平成２３年条例第９号）第８条の規定する必要な

措置として、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としないものとす

る。 

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団 



 

 

（３） 法人であって、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がいるもの 

（４） 法人格を持たない団体であって、代表者が暴力団員に該当するもの 

２ 市長は、補助対象者が前項各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部若しくは一

部を取り消し、又は既に交付された補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

３ 市長は、必要に応じて、補助対象者が同上第１項各号のいずれかに該当するか否かを神奈

川県警察本部長に照会することができる。 

 （その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、平塚市産業間連携ネットワークＰＲ出店費補助金の

交付について必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、決裁の日（平成２８年９月１日）から施行する。 

 （有効期限） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日の属する年度以前

の年度の予算に係る補助金については、この要綱は、同日後も、なおその効力を有する。 

   附 則 

 この要綱は、決裁の日（令和３年３月３１日）から施行する。 

附 則 

 この要綱は、決裁の日（令和５年３月３１日）から施行する。 

 


